
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
規

則

〇
小
規
模
企
業
者
等
設
備
導
入
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
商
工
経
営
支
援
課
）　

　

一

 
訓

令

甲

〇
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

（
人　

事　

課
）　

　

一

 
告

示

〇
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
申
請 

（
共
同
参
画
社
会
推
進
課
）　

　

二

〇
有
害
図
書
類
の
指
定 

（　
　

同　
　

）　

　

二

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

二

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
相
談
支
援
事
業
者
の
指
定 

（　
　

同　
　

）　

　

三

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
変
更
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　

　

三

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
廃
止
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　

　

三

〇
特
定
計
量
器
の
定
期
検
査
の
実
施 

（
産
業
立
地
推
進
課
）　

　

三

〇
土
地
収
用
法
に
基
づ
く
事
業
の
認
定 

（
用　

地　

課
）　

　

四

 
公

告

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了 

（
建
築
宅
地
課
）　

　

五

 
規

則

　

小
規
模
企
業
者
等
設
備
導
入
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
七
月
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
六
十
八
号

　
　
　

小
規
模
企
業
者
等
設
備
導
入
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

小
規
模
企
業
者
等
設
備
導
入
資
金
貸
付
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　

第
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
償
還
期
間
の
特
例
）

第
六
条
の
二　

知
事
は
、
激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律

第
百
五
十
号
）
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
激
甚
災
害
を
受
け
た
者
で
激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財

政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
四
百
三
号
）
第
二
十
六
条
各
号
に
該
当
す
る
も
の
が
当

該
災
害
を
受
け
る
以
前
に
受
け
た
設
備
資
金
貸
付
事
業
に
係
る
資
金
の
貸
付
け
又
は
設
備
貸
与
事
業
に
係
る
設
備
の

譲
渡
し
若
し
く
は
貸
付
け
若
し
く
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
使
用
権
の
提
供
に
係
る
設
備
導
入
資
金
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
一

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
償
還
期
間
を
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
八
年
」
と
あ
る
の
は
「
十
年
」
と
、「
十
三
年
以
内
」
と
あ
る
の
は
「
十
五

年
以
内
」
と
す
る
。

２　

貸
与
機
関
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
償
還
期
間
の
延
長
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
延
長
申
請
書
に
知
事
が
必

要
と
認
め
る
書
類
を
添
え
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

附
則
に
次
の
見
出
し
及
び
二
項
を
加
え
る
。

　

（
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
著
し
い
被
害
を
受
け
た
者
に
係
る
償
還
期
間
の
特
例
）

４　

知
事
は
、
東
日
本
大
震
災
（
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
及
び
こ
れ
に
伴

う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る
災
害
を
い
う
。）に
よ
り
著
し
い
被
害
を
受
け
た
者
が
同
日
以
後
に
受
け
る
設
備
資

金
貸
付
事
業
に
係
る
資
金
の
貸
付
け
又
は
設
備
貸
与
事
業
に
係
る
設
備
の
譲
渡
し
若
し
く
は
貸
付
け
若
し
く
は
プ
ロ

グ
ラ
ム
使
用
権
の
提
供
に
係
る
設
備
導
入
資
金
に
つ
い
て
は
、
第
六
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の

償
還
期
間
を
十
年
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
八
年
」
と
あ
る
の
は
、「
十

年
」
と
す
る
。

５　

第
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
は
、
貸
与
機
関
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
償
還
期
間
の
特
例
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す

る
と
き
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
訓

令

甲

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
二
十
六
号

　

事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
七
月
十
九
日
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宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
商
工
経
営
支
援
課
長
の
専
決
事
項
の
項
第
十
四
号
中
ト
を
チ
と
し
、
ロ
か
ら
ヘ
ま
で
を
ハ
か
ら
ト
ま
で
と

し
、
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

ロ　

償
還
期
間
の
延
長
（
第
六
条
の
二
）

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
三
年
七
月
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
三
十
六
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
特
定
非
営
利
活
動

法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
七
月
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

浦
戸
福
祉
会

一　

代
表
者
の
氏
名　
　
　
　
　
　

中
井　

豊

二　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　
　

塩
竈
市
浦
戸
桂
島
字
庵
寺
三
十
四
番
地

三　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　
　

 

こ
の
法
人
は
、
観
光
地
と
し
て
の
ま
ち
づ
く
り
の
構
築
を
推
進
し
、
特
産
品
販
売

場
の
研
究
、
観
光
地
域
の
宣
伝
活
動
、
自
然
環
境
の
保
持
に
も
取
り
組
み
、
ま
た
、

高
齢
化
率
の
高
い
地
域
で
あ
る
こ
と
か
ら
在
宅
介
護
支
援
事
業
も
行
い
、
地
域
と

社
会
の
福
祉
の
増
進
を
図
り
、
広
く
公
益
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

四　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　
　
　

平
成
二
十
三
年
六
月
十
五
日

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
三
十
七
号

　

青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
条
例
第
十
三
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
も
の

を
青
少
年
に
有
害
な
図
書
類
と
し
て
指
定
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
七
月
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
図
書
類

 

二　

指
定
理
由

　
　

図
書
類
の
内
容
が
、
著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
す
る
た
め
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
三
十
八
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
七
月
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

 

第2274号　平成23年７月19日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （2）

一二三四五六七八九十十
一

雑　
　
　

誌

雑　
　
　

誌

雑　
　
　

誌

雑　
　
　

誌

雑　
　
　

誌

雑　
　
　

誌

雑　
　
　

誌

雑　
　
　

誌

雑　
　
　

誌

雑　
　
　

誌

雑　
　
　

誌

Ｃ
Ｏ
Ｍ
Ｉ
Ｃ
す
も
も　

Ｖ
Ｏ
Ｌ．

０
６

　

２
４
４
０
７－

７
／
１
０

上
級
恋
愛
ミ
ン
ト　

８
月
号

　

０
４
５
９
３－

８

ら
ぶ
し
ぇ
る
た
ぁ　

０
２

　

５
０
７
０
３－

９
１

無
敵
恋
愛
エ
ス
ガ
ー
ル　

８
月
号

　

０
８
５
７
７－

８

月
刊
ヤ
ン
グ
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
烈　

７
月
号

　

２
８
２
８
６－

７
／
２
５

ヤ
ン
グ
ア
ニ
マ
ル
あ
い
ら
ん
ど　

第
１
５
号

　

２
８
３
０
６－

７
／
５

恋
愛
宣
言
Ｐ
Ｉ
Ｎ
Ｋ
Ｙ　

Ｖ
Ｏ
Ｌ．

７

　

１
５
１
６
６－

０
８

ニ
ッ
ポ
ン
裏
文
化
潜
入
調
査
隊

　

６
４
１
８
０－

９
１

Ｂ
Ｕ
Ｂ
Ｋ
Ａ
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド

　

６
３
４
５
６－

２
７

ナ
ッ
ク
ル　

ザ
・
タ
ブ
ー

　

６
８
４
６
３－

４
９

夜
の
お
仕
事
本
当
に
あ
る
ウ
ラ
の
ウ
ラ

　

５
０
５
２
５－

５
７

㈱
双
葉
社

㈱
近
代
映
画
社

㈱
実
業
之
日
本
社

㈱
ぶ
ん
か
社

㈱
秋
田
書
店

㈱
白
泉
社

㈱
秋
水
社     

㈱
三
才
ブ
ッ
ク
ス

㈱
コ
ア
マ
ガ
ジ
ン

ミ
リ
オ
ン
出
版
㈱

㈱
芳
文
社

番

号

種　
　

類

図　
　

書　
　

類　
　

の　
　

名　
　

称

発　
　

行　
　

所

事

業

所

番

号

〇
四
一
一
五
〇
〇
四
六
五

〇
四
一
一
三
〇
〇
二
九
六

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地

居
宅
介
護
セ
ン
タ
ー
フ

ィ
ー
ル
・
ラ
イ
フ
大
崎

大
崎
市
古
川
江
合
本
町

一
丁
目
ブ
リ
リ
ア
ン
ス

百
一

訪
問
介
護
ス
テ
ー
シ
ョ

指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

居
宅
介
護

設
置
者
名

株
式
会
社
フ
ィ

ー
ル
・
ラ
イ
フ

医
療
法
人
一
秀

指
定
年
月
日

平
成
二
十
三
年

五
月
二
十
五
日

平
成
二
十
三
年



〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
三
十
九
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
相
談
支
援
事
業

者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
七
月
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
四
十
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
七
月
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
四
十
一
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
次
の
と
お
り
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
七
月
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
四
十
二
号

　

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
計
量
器
の
定
期
検
査
を
次
の
と
お
り

実
施
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
七
月
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

 

（3）　 平成23年７月19日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2274号　　 

〇
四
二
一
一
〇
〇
一
五
七

ン
ハ
ウ
ス
・
ク
ル
ー

栗
原
市
金
成
末
野
台
下

三
十
一
番
一
号

ケ
ア
・
グ
ル
ー
プ
ホ
ー

ム
ピ
ー
ガ
ル

岩
沼
市
押
分
字
与
奈
三

十
番
地
の
十
二

重
度
訪
問
介
護

共
同
生
活
介
護

共
同
生
活
援
助

会社
会
福
祉
法
人

し
お
か
ぜ
福
祉

会

六
月
一
日

平
成
二
十
三
年

四
月
一
日

事

業

所

番

号

〇
四
三
〇
二
〇
〇
六
八
三

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

相
談
支
援
セ
ン
タ
ー　

桜
・
さ
く
ら

石
巻
市
不
動
町
二
丁
目
八
番
五
号

設
置
者
名

社
会
福
祉
法
人

夢
み
の
里

指
定
年
月
日

平
成
二
十
三
年

六
月
一
日

事　
業　
所　
番　
号

〇
四
一
一
三
〇
〇
〇
九
八

設　
置　
者　
名

社
会
福
祉
法
人
栗
原

社
会
福
祉
協
議
会

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

変
更
前

変
更
後

築
館
居
宅
介
護
事
業
所

栗
原
市
築
館
薬
師
三
丁
目
六

番
二
号

栗
原
市
社
協
居
宅
介
護
事
業

所栗
原
市
築
館
薬
師
三
丁
目
六

番
二
号

変
更
年
月
日

平
成
二
十
三
年

四
月
一
日

事

業

所

番

号

〇
四
一
一
三
〇
〇
一
二
二

〇
四
一
一
三
〇
〇
一
〇
六

〇
四
一
一
三
〇
〇
一
一
四

〇
四
一
三
六
〇
〇
〇
六
五

〇
四
一
〇
二
〇
〇
三
四
九

〇
四
一
五
四
〇
〇
五
九
七

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地

栗
駒
居
宅
介
護
事
業
所

栗
原
市
栗
駒
岩
ヶ
崎
上

小
路
百
三
十
六

一
迫
居
宅
介
護
事
業
所

栗
原
市
一
迫
字
清
水
西

浦
十
七
番
地
一

志
波
姫
居
宅
介
護
事
業

所栗
原
市
志
波
姫
沼
崎
原

八
十
三
番
地
の
一

セ
ン
ト
ケ
ア
し
づ
が
わ

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津

川
字
五
日
町
十
四
番
地

四
号

有
限
会
社
こ
こ
ろ
ケ
ア

サ
ー
ビ
ス

石
巻
市
門
脇
字
青
葉
西

四
十
七
番
地
三

わ
ら
し
べ
舎
西
多
賀
工

房仙
台
市
太
白
区
西
多
賀

三
丁
目
一－

二
十
五

指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

（
み
な
し
）

行
動
援
護

短
期
入
所

設
置
者
名

社
会
福
祉
法
人

栗
原
社
会
福
祉

協
議
会

社
会
福
祉
法
人

栗
原
社
会
福
祉

協
議
会

社
会
福
祉
法
人

栗
原
社
会
福
祉

協
議
会

セ
ン
ト
ケ
ア
宮

城
株
式
会
社

有
限
会
社
こ
こ

ろ
ケ
ア
サ
ー
ビ

ス社
会
福
祉
法
人

わ
ら
し
べ
舎

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
三
年

三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
三
年

三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
三
年

三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
三
年

三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
三
年

六
月
三
十
日

平
成
二
十
三
年

八
月
一
日

実
施
年
月
日

平
成
二
十
三
年

八
月
二
十
四
日

　

同
八
月
二
十
六
日

　

同
八
月
三
十
日

実　

施　

区　

域

刈

田

郡

蔵

王

町

柴

田

郡

川

崎

町

刈

田

郡

七
ヶ
宿
町

全

域

全

域

全

域

検
査
受
付
時
間

午
前
十
時
か
ら

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

午
前
十
時
か
ら

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

実

施

の

場

所

蔵
王
町
ふ
る
さ
と
文
化
会
館

（
ご
ざ
い
ん
ホ
ー
ル
）

川
崎
町
役
場
西
庁
舎
一
階
車
庫

七
ヶ
宿
町
開
発
セ
ン
タ
ー



〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
四
十
三
号

　

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
事
業
の

認
定
を
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
七
月
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

起
業
者
の
名
称　

加
美
町

二　

事
業
の
種
類　

加
美
町
新
庁
舎
建
設
工
事
及
び
農
業
用
用
排
水
路
付
替
工
事

三　

起
業
地

　

１　

収
用
の
部
分　

宮
城
県
加
美
郡
加
美
町
字
矢
越
地
内

　

２　

使
用
の
部
分　

な
し

四　

事
業
の
認
定
を
し
た
理
由

　
　

次
の
と
お
り
、
法
第
二
十
条
各
号
に
規
定
す
る
要
件
を
充
足
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

１　

第
一
号
要
件　

加
美
町
新
庁
舎
建
設
工
事
及
び
農
業
用
用
排
水
路
付
替
工
事
（
以
下
「
本
件
事
業
」
と
い
う
。）

の
う
ち
、
加
美
町
新
庁
舎
建
設
工
事
（
以
下
「
本
体
工
事
」
と
い
う
。）
は
、
地
方
公
共
団
体
（
加

美
町
）
が
設
置
す
る
庁
舎
に
関
す
る
事
業
で
あ
り
、
法
第
三
条
第
三
十
一
号
に
該
当
す
る
。
ま
た
、

本
体
工
事
の
施
行
に
よ
り
遮
断
さ
れ
る
農
業
用
用
排
水
路
の
従
来
の
機
能
を
維
持
す
る
た
め
の
付

替
工
事
は
、
地
方
公
共
団
体
（
加
美
町
）
が
設
置
す
る
用
水
路
及
び
排
水
路
に
関
す
る
事
業
で
あ

り
、
法
第
三
条
第
五
号
に
該
当
す
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
を
充
足
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

２　

第
二
号
要
件　

本
件
事
業
の
起
業
者
で
あ
る
加
美
町
は
地
方
公
共
団
体
で
あ
り
、
本
件
事
業
に
係
る
予
算
措
置

も
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
を
遂
行
す
る
充
分
な
意
思
と
能
力
を
有
す
る
と
判
断

さ
れ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
を
充
足
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

　

３　

第
三
号
要
件

　
　
�
　

本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
に
つ
い
て

　

加
美
町
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
に
旧
加
美
郡
中
新
田
町
、
旧
加
美
郡
小
野
田
町
及
び
旧
加
美
郡
宮
崎
町

が
合
併
し
て
誕
生
し
た
新
町
で
あ
る
。
合
併
の
際
に
締
結
し
た
合
併
協
定
書
で
は
、
新
町
の
事
務
所
は
旧
中
新

田
町
役
場
と
し
、
旧
小
野
田
町
役
場
及
び
旧
宮
崎
町
役
場
を
支
所
と
す
る
。
ま
た
、
将
来
の
新
町
の
事
務
所
の

位
置
は
新
町
に
お
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
。
そ
の
た
め
、
住
民
サ
ー
ビ
ス
を
は
じ
め
と
す
る
行
財
政
事
務

は
、
旧
中
新
田
町
役
場
を
本
庁
舎
と
し
て
い
る
が
、
本
庁
舎
の
床
面
積
等
の
関
係
か
ら
、
町
議
会
及
び
農
業
委

員
会
を
小
野
田
庁
舎
（
旧
小
野
田
町
役
場
）
に
、
教
育
委
員
会
は
宮
崎
庁
舎
（
旧
宮
崎
町
役
場
）
に
、
保
健
福

祉
課
は
加
美
町
福
祉
会
館
に
、
上
下
水
道
課
は
中
新
田
浄
化
セ
ン
タ
ー
に
分
散
配
置
し
て
い
る
。

　

本
庁
舎
は
、
昭
和
四
十
一
年
に
建
設
さ
れ
た
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
三
階
建
て
の
建
物
で
あ
り
建
築
以
来
四

十
四
年
が
経
過
し
老
朽
化
が
目
立
っ
て
き
て
お
り
、
耐
震
壁
が
不
足
す
る
等
の
構
造
的
要
因
か
ら
、
現
在
の
建

築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
の
耐
震
基
準
を
満
た
し
て
お
ら
ず
災
害
時
の
防
災
拠
点
と
し

て
の
機
能
確
保
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
本
庁
舎
の
床
面
積
か
ら
本
庁
に
勤
務
す
る
職
員
数
の
合
併
に
よ

る
増
加
に
対
応
で
き
て
お
ら
ず
、
本
庁
に
配
置
す
べ
き
部
署
が
配
置
で
き
な
い
た
め
、
来
庁
者
の
用
件
が
複
数

の
部
署
に
ま
た
が
る
場
合
に
は
、
来
庁
者
は
庁
舎
間
の
移
動
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
窓
口
に
相
談

す
る
ス
ペ
ー
ス
が
な
い
、
エ
レ
ベ
ー
タ
が
な
い
な
ど
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
及
び
バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
面
か
ら
も
利
用
し

づ
ら
い
状
況
で
あ
り
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
支
障
を
及
ぼ
し
て
い
る
。　

　

本
件
事
業
の
完
成
に
よ
り
、
五
箇
所
に
分
散
さ
れ
て
い
る
行
政
機
能
を
一
箇
所
に
集
約
し
、
行
政
機
能
が
充

実
す
る
こ
と
に
よ
り
町
民
に
対
す
る
利
便
性
及
び
行
政
事
務
執
行
の
効
率
性
の
向
上
が
期
待
さ
れ
る
。
ま
た
、

防
災
拠
点
と
し
て
の
機
能
確
保
が
図
ら
れ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
は
、
相
当
程
度
存
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ

る
。

　
　
�
　

本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益
に
つ
い
て

　

本
件
事
業
は
、
環
境
影
響
評
価
法
（
平
成
九
年
法
律
第
八
十
一
号
）
及
び
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
十
年

宮
城
県
条
例
第
九
号
）
に
規
定
す
る
環
境
影
響
評
価
が
義
務
付
け
ら
れ
た
事
業
に
は
該
当
し
て
い
な
い
。
起
業

者
が
平
成
二
十
二
年
九
月
及
び
十
月
に
行
っ
た
現
地
調
査
で
は
起
業
地
内
の
土
地
に
は
、
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ

る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
五
号
）
に
基
づ
き
保
護
の
た
め
特
別
の

措
置
を
講
ず
べ
き
動
植
物
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。し
か
し
、環
境
省
レ
ッ
ド
リ
ス
ト
又
は
宮
城
県
レ
ッ
ド
デ
ー

タ
ブ
ッ
ク
で
指
定
さ
れ
た
種
が
確
認
さ
れ
た
た
め
、保
全
対
策
と
し
て
可
能
な
配
慮
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
に
基
づ
き
起
業
者
が
保
護
の
た
め
特
別
の
措
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同
九
月
二
日

　

同
九
月
五
日

　

同
九
月
六
日

　

同
九
月
十
三
日

　

同
九
月
十
四
日

柴

田

郡

村

田

町

柴

田

郡

大
河
原
町

柴

田

郡

大
河
原
町

柴

田

郡

柴

田

町

柴

田

郡

柴

田

町

全

域

全

域

全

域

船

岡

槻

木

午
前
十
時
か
ら

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

午
前
十
時
か
ら

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

午
前
十
時
か
ら

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

午
前
十
時
か
ら

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

午
前
十
時
か
ら

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

村
田
町
中
央
公
民
館

大
河
原
町
役
場
北
側
車
庫

大
河
原
町
役
場
北
側
車
庫

船
岡
体
育
館

槻
木
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー



置
を
講
ず
べ
き
文
化
財
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。

　

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益
は
軽
微
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

　
　
�
　

事
業
計
画
の
合
理
性
に
つ
い
て

　

本
件
事
業
に
よ
り
建
設
さ
れ
る
庁
舎
は
、
加
美
町
職
員
定
員
適
正
化
計
画
を
基
に
収
容
予
定
職
員
数
を
百
七

十
七
人
と
し
た
上
で
、
一
般
執
務
に
係
る
諸
室
の
延
べ
床
面
積
に
つ
い
て
は
、
総
務
省
起
債
対
象
事
業
費
算
定

基
準
に
よ
り
算
定
し
た
延
べ
床
面
積
以
内
と
し
、
そ
れ
に
加
え
て
住
民
活
動
の
支
援
の
た
め
に
必
要
な
床
面
積

を
考
慮
し
て
計
画
し
て
い
る
。
駐
車
場
は
、
一
般
来
庁
者
調
査
、
職
員
定
員
適
正
化
計
画
等
を
基
に
、
必
要
な

駐
車
台
数
二
百
六
十
六
台
分
を
確
保
す
る
こ
と
と
し
た
上
で
、
一
台
当
た
り
の
駐
車
区
画
の
寸
法
等
を
「
道
路

構
造
令
の
解
説
と
運
用
」
に
準
じ
て
算
定
し
た
計
画
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
緑
地
に
つ
い
て
は
国
土
交
通
省

の
「
建
築
設
計
基
準
」
に
よ
り
計
画
さ
れ
て
お
り
客
観
的
か
つ
技
術
的
な
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ

る
。

　

さ
ら
に
、
本
件
事
業
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基

づ
き
住
民
の
利
便
性
等
を
考
慮
し
て
選
定
さ
れ
た
四
候
補
地
を
防
災
拠
点
と
し
て
の
機
能
の
確
保
、
災
害
時
・

平
常
時
の
利
便
性
、
将
来
の
ま
ち
づ
く
り
へ
の
対
応
、
候
補
地
周
辺
の
交
通
環
境
へ
の
変
化
及
び
経
済
性
の
観

点
で
比
較
検
討
を
経
て
決
定
さ
れ
て
お
り
、
加
美
町
が
起
業
地
選
定
に
当
た
っ
て
条
件
の
中
で
重
視
し
て
い
る

防
災
拠
点
と
し
て
の
機
能
確
保
、
災
害
時
・
平
常
時
の
利
便
性
、
将
来
の
ま
ち
づ
く
り
へ
の
対
応
に
優
れ
て
い

る
こ
と
な
ど
を
理
由
に
申
請
案
を
選
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
選
定
は
適
切
な
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
の
事
業
計
画
は
、
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

　
　
�
　

比
較
衡
量
に
つ
い
て

　
�
で
述
べ
た
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
と�
で
述
べ
た
失
わ
れ
る
利
益
を
比
較
衡
量
し
た
結
果
、
本
件
事
業
の

施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
が
失
わ
れ
る
利
益
に
優
越
す
る
と
判
断
さ
れ
る
と
と
も
に
、�
で
述
べ
た

と
お
り
本
件
事
業
の
起
業
地
は
土
地
の
適
正
か
つ
合
理
的
な
利
用
に
寄
与
す
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
か

ら
、
法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
を
充
足
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

　

４　

第
四
号
要
件

　
　
�
　

本
件
事
業
を
早
期
に
施
行
す
る
必
要
性
に
つ
い
て

　

３�
で
述
べ
た
よ
う
に
、
加
美
町
で
は
、
本
庁
舎
の
床
面
積
等
の
関
係
か
ら
、
本
庁
に
配
置
す
べ
き
部
署
を

五
箇
所
に
分
散
配
置
し
て
お
り
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
及
び
行
政
事
務
執
行
の
効
率
化
に
支
障
を
及
ぼ
し
て

い
る
。
ま
た
、
本
庁
舎
は
耐
震
壁
が
不
足
す
る
等
の
構
造
的
要
因
か
ら
、
現
在
の
建
築
基
準
法
の
耐
震
基
準
を

満
た
し
て
お
ら
ず
災
害
時
の
防
災
拠
点
と
し
て
の
機
能
確
保
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
を
早

期
に
施
行
す
る
必
要
性
は
高
い
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
を
早
期
に
施
行
す
る
必
要
性
は
高
い
と
認
め
ら
れ
る
。

　
　
�
　

起
業
地
の
範
囲
及
び
収
用
又
は
使
用
の
別
の
合
理
性
に
つ
い
て

　

本
件
事
業
に
係
る
起
業
地
の
範
囲
は
、
本
件
事
業
の
事
業
計
画
に
必
要
な
範
囲
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
ま

た
、
収
用
の
範
囲
は
、
恒
久
的
に
設
置
さ
れ
る
施
設
の
用
に
供
す
る
起
業
地
の
範
囲
に
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
収
用
又
は
使
用
の
別
に
つ
い
て
も
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
土
地
を
収
用
し
、
又
は
使
用
す
る
公
益
上
の
必
要
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
た

め
、
法
第
二
十
条
第
四
号
要
件
を
充
足
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

五　

法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所

　
　

加
美
町
役
場
（
総
務
課
庁
舎
建
設
準
備
室
）

 
公

告

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
七
月
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

（5）　 平成23年７月19日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2274号　　 

一　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

名
取
市
愛
島
台
一
丁
目
百
一
番
二
十
七
、百
一
番
三
十
、

百
一
番
三
十
一
及
び
百
一
番
二
十
六
の
一
部

　

東
京
都
千
代
田
区
九
段
北
四
丁
目
二
番
二
十
二
号

ニ
ュ
ー
リ
ア
ル
プ
ロ
パ
テ
ィ
株
式
会
社


